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資料２ 

令和７年 市議会 12 月定例会提案予定議案（補正予算・一般会計５号） 

 

【補正額】 

・ 歳入歳出とも        ５３，２９９千円の増額 

   ※補正後予算額   ８２，０６８，０８５千円 

  

補正予算 

歳出 

〇 機構改革に必要な経費を計上する事業 

 

① 庁舎管理事務／公的不動産活用課 

 機構改革に係る経費の追加  

 

 ０千円 → ４，６０８千円   

 

 （内訳） 維持修繕料 

委託料 

 ４，０９３千円増 

５１５千円増 

  

 

・ 機構改革に係る経費(内線電話、庁内看板及び各所配線の修繕並びに産業廃棄物

の処分等)を補正するもの。 

 

【歳入】 

・ 全額一般財源 

 

② 庁用器具管理事務／契約検査課 

 機構改革に係る経費の追加  

 

 ０千円 → ２，０６４千円   

 

 （内訳） 備品購入費  ２，０６４千円増   

 

・ 機構改革に係る経費(事務机等の購入費)を補正するもの。 

 

【歳入】 

・ 全額一般財源 
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③ 事務管理事務／行政マネジメント課 

 機構改革に係る経費の追加  

 

 ０千円 → ４，３２２千円   

 

 （内訳） 委託料 

備品購入費 

 ２，３００千円増 

２，０２２千円増 

  

 

・ 機構改革に係る経費(文書及び什器等の移設費並びに什器等の購入費)を補正する

もの。 

 

【歳入】 

・ 全額一般財源 

 

④ 情報化推進事業／デジタル戦略課 

 機構改革に係る経費の追加  

 

 ０千円 → １６，７２０千円   

 

 （内訳） 委託料  １６，７２０千円増   

 

・ 機構改革に係る経費(庁内ＬＡＮの整備費等)を補正するもの。 

 

【歳入】 

・ 全額一般財源 

 

⑤ 国民健康保険事業特別会計繰出金／保険年金課 

 機構改革経費の繰出金の追加  

 

 ０千円 → ３，０３８千円   

 

 （内訳） 繰出金  ３，０３８千円増   

 

・ 機構改革に係る経費(個別システム等の移設費)について、特別会計への繰出金を

補正するもの。 

 

【歳入】 

・ 全額一般財源 
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〇 その他事業 

 

⑥ 財産管理事務／公的不動産活用課 

 維持修繕料の追加  

 

 ２，０００千円 → ３，９０３千円   

 

 （内訳） 維持修繕料  １，９０３千円増   

 

・ 野村総合研究所跡地仮設トイレの入替修繕に必要な費用を補正するもの。 

 

【歳入】 

・ 寄附金 １，９０３千円 

 

⑦ 庁舎管理事務／公的不動産活用課 

 維持修繕料の追加   

 

 １７，０００千円 → ２０，１６５千円   

 

 （内訳） 維持修繕料  ３，１６５千円増   

 

・ 本庁舎の修繕料について、当初予算時より多くの突発修繕が生じており、今後の

執行に不足が生じるため補正するもの。 

 

【歳入】 

・ 全額一般財源 
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⑧ 重点事業避難対策推進事業／総合防災課 

 災害備蓄品消耗品費の追加   

 

 ３９，４０４千円 → ４１，１３４千円   

 

 （内訳） 消耗品費  １，７３０千円増   

 

・ 令和７年７月 30 日（水）のカムチャツカ半島を震源とする地震による津波警報

発令に伴い開設した本庁をはじめとした各避難所にて避難者に提供した災害備蓄

品について、不足分を補充するために補正するもの。 

 

【歳入】 

・ 全額一般財源 

 

⑨ 高齢者施設整備事業／介護保険課 

 介護医療院整備費補助金の削減  

 

 １０，０００千円 → ０千円   

 

 （内訳） 補助金  １０，０００千円減   

 

・ 介護医療院の整備に係る補助金を交付するもの。整備を予定している事業者から

スケジュールの遅延の申し出があり、今年度の支出予定がなくなったため、減額補

正するもの。 

 

【歳入】 

・ 市債(社会福祉施設整備事業債)  ▲７，５００千円 
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⑩ 鳥獣保護管理対策事業／環境保全課 

 有害鳥獣駆除等業務委託及び特定外来生物防除等業務委託料の追加  

 

 ２０，５１８千円 → ２７，１１３千円   

 

 （内訳） 委託料  ６，５９５千円増   

 

・ タイワンリス等の特定外来生物などの処分等に係る委託について、令和７年度の

捕獲実績が予想を大幅に超えているため、不足分を補正するもの。 

 

【歳入】 

・ 全額一般財源 

 

⑪ 重点事業道路維持補修事業／道路課 

 道路維持管理業務委託料の追加  

 

 ２６，９６２千円 → ３４，９６２千円   

 

 （内訳） 委託料  ８，０００千円増   

 

・ 台風など自然災害による倒木や、道路陥没事故等、道路の通行を確保するための

一次対応を行う委託料を補正するもの。 

 

・ 令和７年度は緊急対応が多く、９月末時点で予算全額を執行した状況であり、今

後、想定される緊急対応にかかる費用（降雪対応、陥没対応及び倒木対応など）を

追加する。 

 

【歳入】 

・ 全額一般財源 
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⑫ 小学校施設管理運営事業／学校施設課 

小学校特別支援教育事業／教育総務課、教育指導課 

 通級指導教室開設に係る費用の追加   

 

 ０千円 → １１，１５５千円   

 

 （内訳） 消耗品費 

維持修繕料 

委託料 

 １，０７２千円増 

９，９８５千円増 

９８千円増 

  

 

・ 植木小学校に通級指導教室（ことばの教室）を開設するために、必要な費用を補

正するもの。 

 

【歳入】 

・ 全額一般財源 
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歳入 

（寄附金） 

 ① 施設管理費寄附金の追加（1,903 千円／公的不動産活用課） 

  ０千円 → 1,903 千円 

 

（繰越金） 

① 前年度繰越金の追加（58,896 千円／財政課） 

719,329 千円 → 778,225 千円 

歳出の増額に伴う前年度繰越金の増 

 

（地方債） 

① 社会福祉施設整備事業債の削除（▲7,500 千円／介護保険課） 

  7,500 千円 → ０千円 
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継続費  

① 高齢者施設整備事業／介護保険課 

介護医療院整備費補助事業           

 

・ 介護医療院の整備に係る補助金を交付するもの。整備を予定している事業者から

スケジュールの遅延の申し出があったため、その期間に合わせ、継続費の年割額の

補正を行うもの。 

 

・ 継続費設定額 変更前     50,000 千円 

         変更後     50,000 千円 

 

・ 年割額 変更前 令和７年度  10,000 千円 

令和８年度  35,000 千円 

令和９年度   5,000 千円 

      変更後 令和７年度       0 千円 

令和８年度   7,500 千円 

令和９年度  30,000 千円 

令和 10 年度 12,500 千円 

 

・ 継続費設定期間 令和７年度から令和 10 年度まで 

 

 

② 重点事業小学校施設整備事業／学校施設課 

御成小学校旧講堂改修事業           

 

・ 御成小学校旧講堂改修事業について、入札中止により当初予定していた工期での

事業実施が困難となったため、継続費の期間延長及び年割額の補正を行うもの。 

 

・ 継続費設定額 変更前     889,053 千円 

         変更後     889,053 千円 

 

・ 年割額 変更前 令和７年度  222,263 千円 

令和８年度  444,526 千円 

令和９年度  222,264 千円 

      変更後 令和７年度  222,263 千円 

令和８年度  111,131 千円 

令和９年度  444,526 千円 

令和 10 年度 111,133 千円 

 

・ 継続費設定期間 令和７年度から令和 10 年度まで 
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繰越明許費  

〇 機構改革事業 

・ 令和８年(2026 年)４月１日付け機構改革に伴い、執務室等の整備を行うものであ

るが、市民サービスへの支障がないよう、大型連休に整備作業を行うことから、繰

越明許費を設定するもの。 

 

①庁舎管理事務／公的不動産活用課 

機構改革事業（庁舎管理事務分） 

 

・ 繰越明許費 4,608 千円 

 

②庁用器具管理事務／契約検査課 

機構改革事業（庁用器具管理事務分） 

 

・ 繰越明許費 2,064 千円 

 

③事務管理事務／行政マネジメント課 

機構改革事業（事務管理事務分） 

 

・ 繰越明許費 4,322 千円 

 

④情報化推進事業／デジタル戦略課 

機構改革事業（情報化推進事業分） 

 

・ 繰越明許費 16,720 千円 
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〇 その他事業 

⑤ 重点事業公共施設再編事業／公的不動産活用課 

 旧諸戸邸装飾等補修計画及び耐震改修実施設計業務委託事業  

 

・ 当該業務の中で取得を予定している耐震補強の構造評定について、評定委員会の

専門委員の意見への対応や委員会スケジュールにより、評定取得時期の見込みに遅

れが生じていることから、繰越明許費を設定するもの。 

 

・ 繰越明許費 27,000 千円 

 

 

⑥ 歴史的遺産と共生するまちづくり推進事業／都市景観課 

  歴史的風致維持向上計画（第２期計画）の策定支援業務委託事業 

 

・ 鎌倉市歴史的風致維持向上計画の第２期計画を策定しようとするもの。令和７年

度に完了予定だったが、令和７年８月及び９月に行われた国土交通省、文化庁、農

林水産省との３省庁ヒアリングにて、詳細調査等の追加作業を要することとなり、

今年度中の完了が困難であることから、繰越明許費を設定するもの。 

 

・ 繰越明許費 9,120 千円 

 

 

⑦ 重点事業道路維持補修事業／道路課 

  道路維持補修事業 市道 035-013 号線外 

 

・ 市道 035-013 号線外（浄明寺一丁目８番 先外）で舗装の修繕工事を行うもので

あり、令和７年(2025 年)８月に一般競争入札を実施したが、不調となった。その後、

令和７年(2025 年)９月に再度入札を実施したが、不調となった。今後再度入札手続

きを行った場合、今年度中の完了が困難であることから、繰越明許費を設定するも

の。 

 

・ 繰越明許費 64,350 千円 
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⑧ 重点事業市営住宅集約化事業／都市整備総務課 

 市営住宅集約化事業 

 

・ 老朽化が進む市営住宅について集約化を行うもので、令和７年度から令和 10 年

度の債務負担行為を設定済み。令和７年７月に土壌汚染対策法に基づく工事計画が

神奈川県で受理され、この工事を含めた今後の工事スケジュールを精査した結果、

令和７年度に予定していた土壌汚染対策工事の一部を令和８年度に行うこととな

ったことから、繰越明許費を設定するもの。 

 

・ 繰越明許費 2,743,668 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

資料２ 

債務負担行為  

① 老人福祉センター指定管理運営事業／高齢者いきいき課 

老人福祉センター管理運営事業費 

 

・ 指定管理期間が令和８年３月末で終了するため、令和８年４月１日から令和 13

年３月 31 日までの５年間を指定管理期間とし、指定管理料について債務負担行為

を設定するもの。 

なお、今年度中に基本協定を締結する必要があることから、設定期間は令和７年

度から令和 12 年度までとする。 

 

・ 債務負担行為設定額 1,061,571 千円 

債務負担行為設定期間 令和７年度から令和 12 年度まで 

 

・ 内訳   

令和７年度      0 千円 

令和８年度  201,158 千円 

令和９年度  206,275 千円 

令和 10 年度 211,867 千円 

令和 11 年度 217,967 千円 

令和 12 年度 224,304 千円 

 

② 海水浴場運営事業／観光課 

海水浴場砂防柵設置・撤去及びなぎさ整地事業費 

  

・ 海水浴場の監視所や仮設トイレを設置するため、砂防柵の設置・撤去及びなぎさ

整地を実施するもの。令和８年５月末までには事業を完了させる必要があるため、

令和７年度中に入札手続きをできるよう、令和７年度から令和８年度までの債務負

担行為を設定するもの。 

 

・ 債務負担行為設定額 12,309 千円 

債務負担行為設定期間 令和７年度から令和８年度まで 

 

・ 内訳  令和７年度   ０千円 

令和８年度 12,309 千円 
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③ 海水浴場運営事業／観光課 

海水浴場監視所・仮設トイレ等設置事業費 

 

・ 令和８年７月からの海開きにあわせて海水浴場に監視所及び仮設トイレを設置す

るもの。令和８年６月下旬までに海水浴場の監視所及び仮設トイレ等を設置する必

要があるため、令和７年度中に入札手続きをできるよう、令和７年度から令和８年

度までの債務負担行為を設定するもの。 

 

・ 債務負担行為設定額   20,475 千円 

債務負担行為設定期間  令和７年度から令和８年度まで 

 

・ 内訳  令和７年度      0 千円 

令和８年度   20,475 千円 

 

 

④ 放置自転車防止事業／都市計画課  

大船駅東口自転車等駐車場修繕等工事積算業務委託事業費 

  

・ 大船駅東口自転車等駐車場の修繕工事の発注に必要な工事積算業務を行うもので、

駐輪場の下部に位置する河川の渇水期（11 月～５月）に修繕工事の着手を可能とす

るため、債務負担行為を設定するもの。 

 

・ 債務負担行為設定額 5,533 千円 

債務負担行為設定期間 令和７年度から令和８年度まで 

 

・ 内訳 

令和７年度    ０千円 

令和８年度  5,533 千円 
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⑤ 放置自転車防止事業／都市計画課  

湘南深沢駅自転車等駐車場設置及び撤去業務委託事業費 

  

・ 湘南モノレール湘南深沢駅前にある既存の市営自転車等駐車場を撤去し、新たな

用地へ設置を行うもので、令和７年度中に契約し、令和８年７月末までに設置を完

了するため、債務負担行為を設定するもの。 

 

・ 債務負担行為設定額 18,348 千円 

債務負担行為設定期間 令和７年度から令和８年度まで 

 

・ 内訳 

令和７年度    ０千円 

令和８年度 18,348 千円 

 

 

⑥ 重点事業道路維持補修事業／道路課  

道路維持補修事業費（市道 025-015 号線外） 

  

・ 市道 025-015 号線外（鎌倉山一丁目９番 先）の舗装工事を行うもので、令和７

年度中に契約し、令和８年度に早期発注を可能とするため、債務負担行為を設定す

るもの。 

 

・ 債務負担行為設定額 84,403 千円 

債務負担行為設定期間 令和７年度から令和８年度まで 

 

・ 内訳 

令和７年度    ０千円 

令和８年度 84,403 千円 
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⑦ 重点事業道路維持補修事業／道路課 

道路維持補修事業費（市道 004-000 号線） 

  

・ 市道 004-000 号線（材木座二丁目６番 先）の舗装工事を行うもので、令和７年

度中に契約し、令和８年度に早期発注を可能とするため、債務負担行為を設定する

もの。 

 

・ 債務負担行為設定額 80,234 千円 

債務負担行為設定期間 令和７年度から令和８年度まで 

 

・ 内訳 

令和７年度    ０千円 

令和８年度 80,234 千円 

 

 

⑧ 市営住宅管理運営事業／都市整備総務課  

市営住宅管理運営事業費 

  

・ 鎌倉市営住宅及び共同施設の指定管理期間が令和８年３月末で終了するため、令

和８年４月１日から令和 10 年３月 31 日までの３年間を指定管理期間とし、指定管

理料について債務負担行為を設定するもの。 

なお、今年度中に指定管理者を決定し基本協定を締結する必要があることから、

設定期間は令和７年度から令和 10 年度までとする。 

 

・ 債務負担行為設定額 187,121 千円 

債務負担行為設定期間 令和７年度から令和 10 年度まで 

 

・ 内訳 

令和７年度     ０千円 

令和８年度  57,739 千円 

令和９年度  63,008 千円 

令和 10 年度 66,374 千円 
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資料２ 

⑨ 重点事業小学校施設整備事業／学校施設課 

鎌倉市立小中学校屋内運動場空調整備事業者発注支援業務費（小学校分） 

 

・ 小中学校体育館の冷暖房設備設置工事に向け、事業者の公募に係る発注支援業務

を委託するため、令和７年度から令和８年度までの債務負担行為を設定するもの。 

 

・ 債務負担行為設定額   30,246 千円 

債務負担行為設定期間  令和７年度から令和８年度まで 

 

・ 内訳  令和７年度      0 千円 

令和８年度   30,246 千円 

 

 

⑩ 重点事業中学校施設整備事業／学校施設課 

鎌倉市立小中学校屋内運動場空調整備事業者発注支援業務費（中学校分） 

 

・ 小中学校体育館の冷暖房設備設置工事に向け、事業者の公募に係る発注支援業務

を委託するため、令和７年度から令和８年度までの債務負担行為を設定するもの。 

 

・ 債務負担行為設定額   17,014 千円 

債務負担行為設定期間  令和７年度から令和８年度まで 

 

・ 内訳  令和７年度      0 千円 

令和８年度   17,014 千円 

 

 

⑪ 体育施設管理運営事業／スポーツ課 

海浜公園プール監視等業務事業費 

 

・ 令和７年７月に海浜公園水泳プールを開場するためには、令和８年３月初旬を目

途に事業者との契約を終える必要があることから、令和７年度から令和８年度まで

の債務負担行為を設定するもの。 

 

・ 内訳   

令和７年度      0 千円 

令和８年度   27,060 千円 
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資料２ 

令和７年 市議会 12 月定例会提案予定議案（補正予算・国民健康保険事業特

別会計２号） 

 

【補正額】 

 ・ 歳入歳出とも          ５，０３８千円の増額 

   ※補正後予算額    １６，４０１，５７９千円 

  

補正予算 

歳出 

〇 機構改革に必要な経費を計上する事業 

 

① 国民健康保険運営事業／保険年金課 

 機構改革に係る経費の追加  

 

 ０千円 → ３，０３８千円   

 

 （内訳） 委託料  ３，０３８千円増   

 

・ 機構改革に係る経費(個別システム等の移設費)を補正するもの。 

 

歳入 

・ 一般会計繰入金                3,038 千円 

 

〇 その他事業 

 

② 保険料過誤納還付金・加算金事業／保険年金課 

 過誤納還付金の追加  

 

 １８，１００千円 → ２０，１００千円   

 

 （内訳） 償還金、利子及び割引料  ２，０００千円増   

 

・ 高額の還付が複数件発生しており。令和７年度の予算額を超える見込みのため、

不足分を補正するもの。 

 

歳入 

・ 国民健康保険料 医療給付費滞納繰越分      1,310 千円 

  国民健康保険料 介護納付金滞納繰越分        493 千円 

  国民健康保険料 後期高齢者支援金滞納繰越分     197 千円 
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資料２ 

繰越明許費  

〇 機構改革事業 

・ 令和８年(2026 年)４月１日付け機構改革に伴い、執務室等の整備を行うものであ

るが、市民サービスへの支障がないよう、大型連休に整備作業を行うことから、繰

越明許費を設定するもの。 

 

① 国民健康保険運営事業／保険年金課 

 機構改革事業  

 

・ 繰越明許費 ３，０３８千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

資料２ 

令和７年 市議会 12 月定例会提案予定議案 

（補正予算・下水道事業会計２号） 

 

【補正額】 

・資本的支出        ９２，４００千円の減額 

※補正後予算額   ３，６７０，４９４千円 

・資本的収入        ９５，０００千円の減額 

※補正後予算額   ２，０３８，８９６千円 

 

補正予算 

支出 

 

① 汚水管路建設費／下水道河川課 

 公共下水道（汚水）築造事業費（台枝線第２工区）に係る費用の削除  

 

 １００，１００千円 → ０千円   

 

 （内訳） 工事請負費  １００，１００千円減   

 

・ 公共性の高い私道（鎌倉市山ノ内 1095 番９番地先）における公共下水道（汚水）

築造工事が年度内の完了が困難となったため、工事請負費を減額補正するもの。 

 

・ 令和６年度 12 月補正予算において、令和６年度から令和７年度までの債務負担

行為を設定し、令和７年(2025 年)３月に一般競争入札を実施したが、入札不調とな

った。その後、令和７年(2025 年)７月に再度入札を実施したが、応札者がいないこ

とから入札中止となり、年度内の完了が困難となった。 

 

・ 工事の早期完了を目指し、令和７年度中に契約手続きに着手し、令和８年度に早

期発注を可能とするため、令和７年度の費用を減額し、新たに債務負担行為を設定

するもの。 

 

収入 

・ 財源 企業債 ▲95,000 千円 
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② 雨水管路建設費／下水道河川課 

 公共下水道（雨水）築造工事（西御門川雨水幹線）に係る事務管理費の追加  

 

 ０千円 → ７，７００千円   

 

 （内訳） 委託料  ７，７００千円増   

 

・ 公共下水道（雨水）築造工事（西御門川雨水幹線）の事前調査の移転費等につい

て、事務管理費として支払いをするために補正するもの。 

 

収入 

・ 全額繰越利益剰余金 
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債務負担行為  

① 汚水管路建設費／下水道河川課 

公共下水道（汚水）築造事業費（台枝線第２工区）  

 

・ 公共性の高い私道（鎌倉市山ノ内 1095 番９番地先）において公共下水道（汚水）

築造工事を行うもので、令和７年度中に契約し、令和８年度に早期発注を可能とす

るため、債務負担行為を設定するもの。 

 

・ 令和６年度 12 月補正予算において、令和６年度から令和７年度までの債務負担

行為を設定し、令和７年(2025 年)３月に一般競争入札を実施したが、入札不調とな

った。その後、令和７年(2025 年)７月に再度入札を実施したが、応札者がいないこ

とから入札中止となり、年度内の完了が困難となったが、工事の早期完了を目指し、

令和７年度の費用を削減し、再度債務負担行為を設定するもの。 

 

・ 債務負担行為設定額 132,000 千円 

債務負担行為設定期間 令和７年度から令和８年度まで 

 

・ 内訳  

令和７年度    ０千円 

令和８年度 132,000 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


